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第七章 整備に向けた今後の取組イメージ

7-1 駅⻄⼝周辺地区整備に向けた進め方

• 駅前広場の使い方
（交通マナーの周知・啓発など）
• 駐車場の適正化や需要に応じた交通空間の適正化
（交通利用者の需要の変化や自動運転技術の普及など）

• 整備基本計画を
踏まえた基本設計
➡詳細設計の実施

• 駅前広場の整備・
供用開始

• 再開発建物を活かしたエリアの魅力向上に
つながる取組

（エリアマネジメントなど）

• 市街地再開発事業
の着実な推進

• 市街地再開発事業等の推進
• 老朽建物の更新や都市機能の

導入に向けた市街地再開発事
業等の検討

• 将来像の実現に向けて，権利者
意向の確認や事業化に向けた検討

• 市街地再開発事業等の推進

• 再開発建物を活かした
エリアの魅力向上につながる取組
（エリアマネジメントなど）

• 駐車場の適正化や集約配置（集約駐車場の整備など）
• 土地の有効活用に向けた基盤整備（土地区画整理事業など）

• 将来像の実現に向けて，権利者
意向の確認や事業化に向けた検討

• 市街地再開発事業等の推進
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• 事業化に向けた検討
• 市街地再開発事業等

の推進

・権利者
意向確認

• 再開発建物を活かした
エリアの魅力向上につながる取組
（エリアマネジメントなど）

• 再開発建物を活かした
エリアの魅力向上につながる取組
（エリアマネジメントなど）

（B･E街区）

（C･D･F街区等）

図7.1 駅西口周辺地区整備に向けたロードマップ
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事業推進に向けて

⚫ 官民が一体となって将来像を実現していくため，基本計画を踏まえながら，ラ
イトラインと一体となった駅前広場の施設配置や動線計画などについて，交通

事業者や交通管理者，栃木県などの関係機関と十分に連携・調整を図りながら
取り組むとともに，周辺街区における市街地再開発事業などについて，地元権

利者の合意形成や民間事業者との密な連携・調整のもと取り組んでいきます。

⚫ 実施に当たっては，官民が同じ方向を向いて整備を推進していく必要があるた
め，引き続き外部懇談会などを設置し，学識経験者や地元住民の代表者などの

意見も伺いながら，これまで以上に官民一体となって取り組んでいきます。

⚫ 駅⻄⼝周辺地区は既存市街地において，市街地再開発事業や交通基盤施設整備
などを行うものであり，長期的な視点も必要であることから，広場整備や民間

開発などの各事業の進捗状況や社会状況の進展などを踏まえながら，まちづく
りに取り組んでいきます。
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■推進体制
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図7.2 推進体制




